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Ⅳ 渓流生態系の再生 

＜主要施策の取組状況＞ 

１ 渓流生態系の調査・モニタリングと保全・再生手法の検討 

①ＦＳ 渓流生態系の調査・モニタリングと保全・再生手法の検討 

・ 平成 19 年に、県有林内で渓畔林整備をした、中川川上流域（白石沢）、中津川

流域（本谷川）において、林床植生調査、林床被覆状況調査、樹木の生育調査、

光環境調査を実施した。その結果、それぞれ実施した森林整備の効果を把握す

ることができた。 

・ 東丹沢の２流域、西丹沢の６流域において、植生保護柵の点検及び補修を実施

したところ、二ホンジカの採食による影響を排除し、良好な渓畔林が生育する

環境を確保することができた。 

 

②ＦＳ 魚類等による渓流環境の評価手

法の検討 

・ 渓畔林整備の効果を検証できる調査

方法を検討した。また、９月から 10

月にかけて、渓畔林整備をしている

河川としていない河川、計６地点で

モニタリング調査を実施した。 

・ 渓流魚の繁殖状況を把握するため、

２月に、上記のうち４地点で調査を

行った。その結果、東丹沢１地点、

西丹沢１地点で、ヤマメ稚魚の生息が確認できた。 

 

③ＦＳ 淡水魚類のモニタリングと保全方策の検討 

・ 丹沢在来のヤマメとカジカについ

て、相模川水系および酒匂川水系の

渓流域にて、エレクトロフィッシャ

ー※１と叉手網
さ で あ み

※２、手網を用いて採集

調査を行った。ヤマメの外部形態に

ついては、パーマーク※３や朱点の解

析を行うとともに、鰭
ひ れ

サンプル※４を

採取し、遺伝子の解析を行った。ま

た、渓流域の天然魚を用いて、次世

代魚（F2）の作出をした。次世代魚

については、７回交配試験を実施

し、ふ化仔魚を生産した。  
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※１ エレクトロフィッシャー 魚を一時的に気絶させる装置。 

２ 
叉手網
さ で あ み

 
U字型の網。 

３ パーマーク サケ科魚類の体側にある楕円状の斑紋で、通常は幼魚のみに見られる

が、イワナやヤマメでは成魚にもある。 

４ 
鰭
ひれ

サンプル 
ヤマメの鰭の一部をハサミで切除し、アルコール標本としたもの。 

 

２ 渓流生態系の保全・再生事業の実施 

①ダム湖上流等における土砂流入防止対策 

・ 治山事業により、治山ダムや山腹工等［18 箇所］を施工し、荒廃した渓流の保

全や、崩壊地の復旧を図った。 

・ 計画エリア内における砂防事業計画はなし。 

 

②森林土壌保全による渓流への土壌流入防止対策（Ⅰ-３-①） 

・ Ⅰ-３-①に記載のとおり。 

 

③渓畔林の整備 

・ 「渓畔林整備の手引き(平成 29 年３月)」を活用した渓畔林整備として、水源林

整備事業により、間伐、丸太筋工等の森林整備［1.82ha］を実施した。これに

より、林内の光環境が改善し、渓畔林の植生回復が促進された。 

 

〇事業実施位置図（位置情報のある事業のみ掲載） 


